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経営戦略としての「勤務環境改善マネジメントシステム」活用 第1回 7月

●医療労務管理コーナーをご活用ください！
宮城県社会保険労務士会・医療労務管理相談コーナーは

厚生労働省委託事業です。社会保険労務士のうち、「医療

労務コンサルタント研修」を修了し、医療分野に特化した者

が電話、来所、訪問によるご相談をお受けします！

〒980-0014 仙台市青葉区本町１－９－５ 五城ビル４Ｆ

宮城県社会保険労務士会

医療労務管理相談コーナー
電話 ： 022-223-0573 ＦＡＸ ： 022-223-0674

◆自院の経営戦略として”勤務環境改善マネジメントシステム”を活用する

”勤務環境改善マネジメントシステム”とは、「医療スタッフの雇用の質の向上」を図り「安全で質の高い医療を提
供」することを目的とした継続的なマネジメントの手法です。医療スタッフの定着を向上させ、安全で質の高い医療を提供する

ことで、患者満足度の向上を図ることができ、 経営の安定につながります。

すでに皆様も様々な取組みをされていることと思います。この「勤務環境改善MS」を参考にしていただき、さらに全体で取組

むことで、より効果的なものになっていくはずです。

医療機関事業主様ならびに労務管理責任者の皆様へ

経営戦略としての「勤務環境改善マネジメントシステム」

・快適な職場環境の形成

・医療スタッフの健康促進と安全確保

・医療の質を高め、患者の安全と健康を確保

勤務環境改善MS

労務管理 職員確保 労働安全衛生 組織マネジメント

診療報酬・補助制度など公的支援制度の活用


